
　
任
期
満
了
に
伴
い
、
市
長
選
挙
及

び
市
議
会
議
員
選
挙
を
次
の
と
お
り

執
行
し
ま
す
。

▽
あ
き
る
野
市
長
選
挙
・
あ
き
る
野

市
議
会
議
員
選
挙

●
投
票
日
…
７
月
19
日
㈰

●
告
示
日
…
７
月
12
日
㈰

辞
退
さ
れ
る
方
は
、
３
月
19
日
㈭

ま
で
に
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
あ
き
る
野
市
物
価
高
騰

対
策
ギ
フ
ト
カ
ー
ド
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
５
０
・
３
８
１
８
・

７
８
７
８
）

※
２
月
16
日
㈪
〜
６
月
15
日
㈪　
午

前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

▽
担
当
課　
商
工
振
興
課
商
工
振
興

係

▽
送
付
対
象　
２
月
1
日
時
点
で
、

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
世
帯
主
の
方

▽
送
付
時
期　
２
月
下
旬（
予
定
）

▽
そ
の
他　
送
付
先
変
更
や
プ
リ
ペ

イ
ド
式
ギ
フ
ト
カ
ー
ド
の
受
取
を

▽
必
要
書
類

●
返
納
す
る
運
転
免
許
証
の
写
し

●
警
察
署
等
で
自
主
返
納
し
た
と
き

に
手
渡
さ
れ
る
「
申
請
に
よ
る
運

転
免
許
の
取
消
通
知
書
」

▽
申
請
方
法　
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
付
し

て
窓
口
へ
申
請

　
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
際
に

起
こ
る
火
災
の
原
因
の
半
数
以
上

が
、
電
気
火
災
に
よ
る
も
の
で
す
。

電
気
火
災
と
は
、
地
震
の
揺
れ
に
伴

う
電
気
機
器
か
ら
の
出
火
や
停
電
が

復
旧
し
た
と
き
に
発
生
す
る
火
災
で

す
。
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
は
、
設
定
値

以
上
の
揺
れ
を
感
知
し
た
と
き
に
、

ブ
レ
ー
カ
ー
や
コ
ン
セ
ン
ト
な
ど
へ

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
健
康

保
険
と
介
護
保
険
の
対
象
期
間
（
令

和
６
年
８
月
〜
令
和
７
年
７
月
）
の

１
年
間
の
自
己
負
担
額
（
※
１
）
の

合
計
が
、
世
帯
（
※
２
）
で
限
度
額

（
表
）
に
５
０
０
円
を
加
え
た
金
額

を
超
え
た
場
合
に
、
超
え
た
部
分
の

金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
か
ら
支

給
さ
れ
る
も
の
で
す
（
健
康
保
険
と

介
護
保
険
の
い
ず
れ
か
の
自
己
負
担

額
が
０
円
の
場
合
は
対
象
外
）。
申

請
先
は
、
令
和
７
年
７
月
31
日
時
点

で
加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
で
す
。

※
１
…
食
事
代
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
、

高
額
療
養
費
な
ど
は
対
象
外

※
２
…
同
じ
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
が
対
象

▽
申
請
書
送
付
の
対
象　
市
の
国
民

●
開
票
日
…
７
月
19
日
㈰
（
即
日
開

票
）

▽
立
候
補
予
定
者
説
明
会

●
日
時
…
５
月
27
日
㈬　
午
後
２
時

〜
●
場
所
…
市
役
所
５
階
会
議
室

●
定
員
…
１
候
補
２
人
ま
で

※
立
候
補
予
定
者
説
明
会
受
付
表

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）を
記
入
の
上
、

当
日
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
の
電
気
供
給
を
自
動
的
に
止
め
る
器

具
で
す
。
不
在
時
や
ブ
レ
ー
カ
ー
を

切
っ
て
避
難
す
る
余
裕
が
な
い
場
合

に
、
電
気
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る

有
効
な
手
段
と
な
り
ま
す
。

▽
設
置
の
留
意
点　

感
震
ブ
レ
ー

カ
ー
の
設
定
の
際
、
急
に
電
気
が

止
ま
っ
て
も
困
ら
な
い
た
め
の
対

策
と
併
せ
て
取
り
組
む
こ
と
が
必

要
で
す
。

・・
生
命
の
維
持
に
直
結
す
る
よ
う
な

医
療
用
機
器
を
設
置
し
て
い
る
場

合
、
停
電
に
対
処
で
き
る
バ
ッ
テ

リ
ー
等
を
備
え
て
く
だ
さ
い
。

・・
夜
間
の
照
明
確
保
の
た
め
に
、
足

元
灯
や
懐
中
電
灯
な
ど
の
照
明
器

具
を
常
備
し
ま
し
ょ
う
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
地
域
防
災
課
防
災
係

▽
申
請
場
所　
交
通
政
策
課
（
市
役

所
３
階
）、
五
日
市
出
張
所
市
民

総
合
窓
口
係

※
無
料
乗
車
証
の
有
効
期
限
は
、
返

納
す
る
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間

（
有
効
期
間
が
１
年
未
満
の
場
合

は
、
返
納
し
た
日
か
ら
１
年
間
）

と
な
り
ま
す
。

※
五
日
市
出
張
所
で
申
請
さ
れ
た
場

合
は
、
後
日
、
無
料
乗
車
証
を
郵

送
し
ま
す
。

▽
そ
の
他　
申
請
書
は
、
窓
口
で
配

布
し
て
い
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

▽
問
合
せ

●
る
の
バ
ス
無
料
乗
車
証
の
交
付
…

交
通
政
策
課

●
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
…
五
日

市
警
察
署
（
☎
５
９
５
・
０
１
１

０
）
福
生
警
察
署
（
☎
５
５
１
・

０
１
１
０
）

健
康
保
険
か
東
京
都
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
、
支
給
が
見

込
ま
れ
る
方

※
詳
し
く
は
、
送
付
す
る
案
内
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
送
付
時
期　
国
民
健
康
保
険
（
２

月
中
旬
）、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険（
３
月
中
旬
）

※
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
で
、
申

請
書
が
届
か
な
い
方
は
、
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
期
間
中
に
転
入
、
退
職
な
ど

で
健
康
保
険
・
介
護
保
険
が
変

わ
っ
た
方　
申
請
書
が
届
か
な
い

方
で
も
、
以
前
加
入
し
て
い
た
健

康
保
険
・
介
護
保
険
の
自
己
負
担

額
に
よ
っ
て
は
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▽
問
合
せ　
保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係
、
保
険
年
金
課
後
期
高
齢

者
医
療
係
、
高
齢
者
支
援
課
介
護

保
険
係

本
庁
舎
の
土
曜
日
開
庁
業
務
は
、
令
和
８
年
３
月
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

　
　
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

地
震
に
よ
る
電
気
火
災
を
防
ぐ

に
は
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
の

設
置
が
有
効
で
す

物
価
高
騰
対
策
「
プ
リ
ペ
イ

ド
式
ギ
フ
ト
カ
ー
ド
」
配
布

事
業
に
関
す
る
事
前
通
知

は
が
き
を
送
付
し
ま
す

あ
き
る
野
市
長
選
挙
・

あ
き
る
野
市
議
会
議
員
選
挙

　
投
・
開
票
日
は

　
　
　
　
　
　
７
月
19
日
㈰

市ホームページ

市ホームページ

こども誰でも通園制度

　こども誰でも通園制度は、全てのこどもの
育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整
備するとともに、全ての子育て家庭に対して、
多様な働き方やライフスタイルにかかわらな

い形での支援を強化することを目的として創設されました。市では、
令和６年度から試行事業として「未就園児の定期的な預かり事業」に
取り組んできましたが、令和８年度から本格実施します。
〇対象児童　市内在住で、保育園・幼稚園等に通っていない生後６
か月～満３歳の乳幼児
※対象年齢の範囲は、変更となる場合があります。
〇実施施設　市が認可した保育園・幼稚園等
〇利用日時　施設によって異なります（原則、毎週か隔週指定曜日
の定期利用）。
〇利用手続　利用に当たっては、市から利用認定を
受け、利用希望施設への初回面談が必要です。保
育課では、令和８年４月からの利用を希望する方
の認定申請を受け付けます。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
〇問合せ　保育課保育係

感震ブレーカーの種類
種類 特徴

簡易タイプ 地震で揺れると、重りの落下や感震センサーによるバ
ンドの作動でブレーカーを落とし、電気を遮断します。　　　　　　　　　　

コンセントタイプ コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断します。 （電気工事が必要）
分電盤タイプ
（内蔵型）

分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレー
カーを切り電気を遮断します。 （電気工事が必要）

分電盤タイプ
（後付け型 )

既存の分電盤に感震機能を外付けするタイプのもので
す。漏電ブレーカーが設置されている場合にのみ設置
できます。 （電気工事が必要）

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
で

運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
さ

れ
た
方
へ

「
る
の
バ
ス
無
料
乗
車
証
」

を
交
付
し
て
い
ま
す

表　高額医療・高額介護合算制度の限度額
合算対象

所得区分

後期高齢者
医療制度
＋介護保険

被用者保険か国民健
康保険＋介護保険

（70歳～74歳の世帯）

合算対象

所得区分

被用者保険か
国民健康保険＋介護保険
（70歳未満を含む世帯）

現役並み
所得者

Ⅲ ２１２万円
※課税所得が690万円以上 ア

２１２万円
※旧ただし書き所得が

901万円超
Ⅱ １４１万円
※課税所得が380万円以上690万円未満

イ
１４１万円

※旧ただし書き所得が
600万円超901万円以下Ⅰ ６７万円

※課税所得が145万円以上380万円未満

一般
（後期高齢者
医療保険に
おいては
一般Ⅱ、一般Ⅰ）

５６万円
ウ

６７万円
※旧ただし書き所得が
210万円超600万円以下

エ
６０万円

※旧ただし書き所得が
210万円以下

住民税
非課税
世帯

低
所
得
Ⅱ

３１万円

オ ３４万円低
所
得
Ⅰ

１９万円

※「旧ただし書き所得」とは、令和５年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計
から基礎控除額を控除した額です（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）

市ホームページ

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和８年（2026年）２月 15日 （2）

（以下は広告枠です）


